
●セルフチェックポイント

・上記4つの擁壁タイプに当てはまりませんか

●セルフチェックポイント

・擁壁の変状(ひび割れ、ふくらみ、ずれ)

・変状が無いときに写真を撮影しておくと、変状発生時や、変状
が進行した場合、比較することができます。

●セルフチェックポイント

・排水穴が機能していますか

・敷地に降った雨水が擁壁側へ流れていませんか

・災害を未然に防止するためには、日ごろからお住いの住宅や周辺の擁壁を点検し
ていただくことが大切です。水抜き穴がつまっていないか、確認してください。

出典：宅地安全マニュアルーわが家の宅地を災害から守るために、国土交通省、平成21年3月

～個々のお家の擁壁を対象とした点検～

宅地セルフチェックポイント



上記のチェックポイントを参考に点検することによって、滑動崩落
など宅地被害の前兆となりうる異常を早く発見することができます。 〇〇〇 定期的な点検を行い、被害を未然に防ぎましょう 〇〇〇

・周辺の宅地や擁壁などに目を配っておくと、前兆となる異常を早く発見する

ことができます。

わが家の宅地チェックポイント❕

支部名 電話 事務所 所在地 担当区域

鳥栖

支部
0942-84-8386

〒841-0061

鳥栖市轟木町1370-2

（有）EN建築事務所内

鳥栖市・上峰町・基山町

・みやき町地区の全域

① 佐賀県安全住まいづくりサポートセンター
http://kshikai-saga.o.oo7.jp/support/toha/toha.htm

② 地盤品質判定士 九州支部
https://hanteishi.org/kyushu/

宅地の対策ポイント❕

〇相談窓口

～滑動崩落（地すべり）の点検～

※メールでの相談無料
※地盤品質判定士は、宅地における地盤災害を防止したり軽減する為、依頼に応じて、限
られた情報の範囲内で、地盤の品質を確認・評価して説明を行う、地盤の専門技術者です。

擁壁が不適切な工法であったり、変状が現れている場合は、専門家に相
談し、変状の程度や原因に応じて、もとの状態に戻す補修や、より強い擁
壁にする補強、必要な安定した構造の擁壁への造り替えなどの対策を行い
ましょう。なお、対策工事を行う場合には、事前に自治体の許可や確認が
必要となる場合があります。

セルフチェックを行い、気になることがあれば下記までご相談ください。

出典：宅地安全マニュアルーわが家の宅地を災害から守るために、国土交通省、平成22年2月


